
～ 「旧津久井町」と「旧相模湖町」の地域における課税が始まります ～ 

 

平成１８年３月２０日の合併により新たに「相模原市」となった「旧津久井町」と「旧相模湖町」に

つきましては、合併年度とこれに続く５年度は課税免除を実施していましたが、法人にあっては「平成

２３年３月３１日までに終了する事業年度分の事業」、個人にあっては「平成２２年１２月３１日まで

の個人事業」で課税免除期間が終了となりました。 

したがいまして、「旧津久井町」と「旧相模湖町」に事業所等が所在する事業所税の納税義務者につ

きましては、今後申告納付により事業所税を御負担していただくこととなりますので御注意ください。 

※ 平成１９年３月１１日に合併した「旧城山町」と「旧藤野町」につきましては、引き続き次の期

間に行われる事業が課税免除となります。 
 
【 旧城山町と旧藤野町に所在する事業所等の課税免除期間について 】 

法 人 平成２４年 ３月３１日 までに終了する事業年度分の事業 

個 人 平成２３年１２月３１日 までの個人事業 

 

【 申告について 】 

合併後の相模原市内の事業所等を合算して、床面積（資産割）が７００㎡を超えるか、従業者数（従

業者割）が７０人を超える場合に申告が必要になります。（いずれか一方でも満たせば申告が必要となります） 
 

  ※ 資産割は床面積が１，０００㎡以下、従業者割は従業者数が１００人以下の場合に免税点となり

ます。（床面積が７００㎡を超えて１，０００㎡以下、従業者数が７０人を超えて１００人以下の場

合、課税はされませんが申告のみ必要となります） 

 

【 旧城山町と旧藤野町を含む申告方法について 】 

合併後の相模原市内の事業所等については、全て記載してください。 

ただし、旧相模原市域及び旧津久井町と旧相模湖町の事業所等は実数で記載し、旧城山町と旧藤野町の

事業所等は（カッコ）書きで記載してください。  （（カッコ）書きの部分が課税免除の対象となりますので、

集計は実数と（カッコ）書きとは別々に行ってください。） 

 

～ 記入例は裏面を参照してください ～ 

 

（例）旧相模原市域に600㎡と旧城山町に500㎡の事務所がある場合、申告の必要はありますか？ 

 

（答）合併後の相模原市内の事務所の合計床面積が１，１００㎡なので、申告が必要となります。 

   ただし、上記のとおり旧城山町は課税免除期間のある区域であり、また、旧相模原市域の事務所も

６００㎡なので免税点となります。 

この場合は、課税免除期間が終了した後に、１，１００㎡を申告納付していただくことになります。 

 

 

※ 津久井地域との合併に伴う相模原市における「事業所税」の取り扱いＱ＆Ａは、相模原市ホームページ（トッ

プページ）の「暮らしの情報」→「税金」→「事業所税」→「津久井地域との合併に伴う事業所税の取扱いにつ

いて」に御案内しております。 



 

記載例 

（ ）内は課税免除分と

なり、下段の金額が納付

すべき税額となります。 

上段（ ）内は（旧城山町・旧藤野町）分 

下段は旧相模原市の区域及び旧津久井町・旧相模湖町分 

上段（ ）内は（旧城山町・旧藤野町）分 

下段は旧相模原市の区域及び旧津久井町・旧相模湖町分 


